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平成２４年度第１０回庁議 会議録 

 

[日 時]  平成２５年２月１５日（金） ９時～１０時３０分  

    

[場 所] 本庁応接会議室  

 

[出席者] 市長、教育長及び各部局長   

     農業委員会は、農業委員会事務局次長が代理出席 

 

[会次第] 

１ 市長あいさつ 

 

２ 議題 

（１）市議会定例会提出議案について           （関係部局） 

 

（２）議会答弁課題の進捗状況報告について        （関係部局） 

 

（３）市税の歳入見込みについて             （総務部） 

 

（４）平成２５年度施政方針（案）について        （企画部） 

 

３ 連絡事項 

（１）平成２５年度の定員管理計画について         （総務部） 

 

 

１ 市長あいさつ 

おはようございます。 

  市議会定例会が、２月２５日に開会予定です。会派説明については、今週の火曜日から木曜

日にかけて開催され、そこでも質疑応答があったと思いますが、市議会に向けて、各部局、質

問が予想される項目については事前に準備するなど、遺漏のない対応をお願いします。 
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市  長 

 

 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議事に入る。 

「市議会定例会提出議案について」ですが、まず、会派説明の報告を、企画

部からお願いします。 

 

今回の会派説明は予算案など５項目について、２月１２日から昨日まで行

いました。                    

まず、平成２５年度当初予算についてですが、「駅周辺整備事業」の駅南

駐車場用地取得に関して、駅南の駐車場や駅南の地域をどうしていくのかに

ついては、グランドデザインをもとに取り掛かるべきだと思う。現在の駅南 

の駐車場の拡張が必要なら、離れた西側の土地でなく、隣接する土地を取得

するべきではないか。周辺の土地の状況調査はしているのか。そういったこ

とを踏まえてもう少し先を見据えた計画を立てるべきだと思うといった意

見や、駅南の先々の開発はもっと議論をしなければならないといった意見も

ありました。 

次に、「別子山地区飲料水供給施設整備事業」に関して、床鍋地区の整備

は中断しているということか、また、休止によって影響が出る世帯数はどの

くらいかといった質問や「地域コミュニティ再生支援事業費」について、５

校区を想定しているが、それ以上の要望があった場合はどう対応するのか、

といった質問や「運動部活動競技力向上事業費」については、著名な指導者

を想定しているのか？この事業は指導者を育成するためのものか、選手を育

成するためのものか、といった質問などのほか、「学校図書支援推進費」に

関連して、学校の図書室でもバーコードでの貸出の要望がある。貸出が簡易

な方が借りる件数も増えるので、検討してほしいといった要望も出されまし

た。 

次に、「防災対策推進費」について、問題は資機材の管理と使い方ではな

いか？高価な備品を整備しても、使える人がいなければ意味がないので、整

備した後のフォローが必要であると思うといった意見もありました。 

また、「定住人口拡大推進費」について県下で実施しているところはある

か？県外市外から定住を促進するためにどのように宣伝するのか？中古物

件を除くのはなぜか？といった質問や、５年以上の定住が補助要件となって

いるが、その前に出ていった場合はどうするのか。１０分の１補助とあるが

最大で５０万円であり、５００万で家は建たないので、全体枠はこのままで、

件数を減らして補助金額を上げてもいいと思うといった意見もありました。 

国が人件費の関係で交付税を削除するということだが、予算に反映してい

るのか。人件費はどう考えているのか。 

平成２４年度３月補正予算については、特に質問等はありませんでした。 
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 総務部からは、新居浜市職員定数の見直しについて説明いたします。 

職員定数については、平成１５年４月１日の職員定数、別子山村との合併

に伴う定数９９１名から、それ以後、中の見直しを行ってはおりますが、全

体の見直しを行っておらず、今回、３５名を定数から削減して、派遣定数も

含め、９５６人に改めるものでございます。 

その中での意見として、職員でなければできない業務以外は、民間委託し

たほうがいいと思う、民間移管できるところは常に考えて、職員定数に反映

させていくべきであるという意見がありました。 

 区画整理の関係で、区画整理の最終残務整理ということで、今の定員計画

の中では２名となっているが、必要なのか。駅前に借りている事務所につい

ても、できるだけ早く引き上げるようにという意見がありました。 

また、調理員の退職は不補充となっており、正規職員が補充されないのは

なぜかということについては、平成２５年度に教育委員会で立ち上げる給食

のあり方の中で、職員の配置についても検討されるので、それを踏まえて検

討すると回答いたしました。 

 

市民部からは、新居浜市配偶者暴力相談支援センターの設置について説明

をいたしました。 

主な質問は、名称について、配偶者に限るのかどうか誤解を招かないか、

また、名称が大変長いとのことで、開設までには略称について検討すること

にしております。その他設置場所を非公表とすることについて、加害者から

の暴力等に対する相談員や市職員の安全確保について、センター設置のメリ

ットについて、被害者の負担減の内容について、相談員の確保や身分につい

て、などの質問がありました。 

 

経済部からは、有限会社悠楽技の清算について説明を行いました。 

別子山地区の不法投棄問題により事業活動を休止していた㈲悠楽技につ

いては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反による裁判も結審し、罰金

300万円が確定し、それを受け、昨年１１月１３日の臨時株主総会において、

有限会社の解散決議を行い、現在、会社清算に向けた手続きを進めており、

本年３月中には清算結了登記を行い、㈲悠楽技の法人格は消滅し、決算につ

いては、約３０万円の赤字（債務超過）になる見込みであり、これについて

は、取締役が負担することにより、最終ゼロ精算を行う予定について説明し

ました。 

会派説明における質疑の概要としては、罰金については会社では支払えな

いので、全額役員で支払うと認識していたがいかがか。市の出資金は全額返

ってこないが、市の財産としての清算はどうなるのか。決算の中でどうなっ
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てくるのか。会社として、元取締役に損害賠償請求を求めることや、新居浜

市として株主代表訴訟を行うという議論はなかったか。などについてでござ

いました。罰金も含めた最終的な赤字額を出資者に負担させることはできな

いので、取締役で負担するという説明を行いました。 

 

教育委員会からは、学校施設について説明を行いました。 

まず、大島小学校の廃校及び廃校後の利用計画については、公民館機能と

して使用するのは１階、２階部分で、３階はフリースペースとなっているが、

地元だけでなく、多くの市民の方に大島へ来てもらって利用してもらえる方

策を考えているのか。 

また、改修金額が多額であり、維持管理経費も相当な金額が予想されるが、

年間の維持管理コストはどの程度か。移設後の今の公民館はどのように利用

するのかなどの質問がありました。 

次に、小・中学校施設の大規模改修事業の実施については、長寿命化改良 

事業の補助事業の施工内容はどうなのか。トイレの洋式化の整備基準はどう

なっているのか。 

また、洋式化については、学校現場と十分協議し、使いやすいものとして

ほしいとの要望がありました。 

次に、多喜浜小学校「塩の学習館」の整備については、学校施設内にある

が一般の人も利用できるのか。実技指導はだれがするのかなどの質問があり

ました。 

 

各会派からいろいろと質問が出ているみたいですが、３月議会に向けて、

それに対してお答えできるようにお願いします。 

ご質問等ありますか。 

なければ次の議題に移ります。 

第１回定例会について、議案に沿って消防本部より説明をお願いします。 

 

消防本部では、報告第１号及び報告第２号につきまして、ご説明いたしま

す。 

まず、報告第１号、「専決処分の報告」につきましては、「損害賠償の額の

決定について」でございます。 

議案書の１ページ、２ページをお目通しください。 

本件は、平成２４年１１月１日午後１０時ころ、山口県山口市山口きらら

博記念公園駐車場におきまして、緊急消防援助隊合同訓練に参加していた本

市の資機材搬送車が移動のため後進した際、後方部に駐車中の今治消防本部

の支援車に接触、車両を損傷させた事故に係る損害賠償の額を決定し、平成
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２５年１月２１日専決処分をいたしましたので、報告するものでございま

す。 

損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び新居浜市農業協同組合

の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修繕に要する費用、

「３２６，０００円」と決定したものでございます。 

なお、損害賠償の額につきましては、全額、新居浜市農業協同組合から、

一般自動車共済により、支払われる予定となっております。 

次に、報告第２号、「専決処分の報告」につきましては、「和解及び損害賠

償の額の決定について」でございます。 

議案書の３ページから５ページまでをお目通しください。 

本件は、平成２４年１１月１１日午前７時３７分ころ、新田町一丁目市道

新田南通り線と市道原地庄内線との交差点において、西進しようとした金子

西分団小型動力ポンプ付積載車と北進してきた相手方の原動機付自転車と

が衝突。相手方が負傷し、車両等を損傷した交通事故につきまして、相手方

と和解及び損害賠償の額の決定について、平成２５年１月２１日専決し、報

告するものでございます。 

和解の内容といたしましては、当事者との協議及び新居浜市農業協同組合

の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修繕に要する費用「７

万３，０５１円」のうち、８５％に相当する額「６万２，０９３円」と傷害

慰謝料等「８，５８０円」、治療費等「３万２，３６４円」、合計「１０３，

０３７円」を支払いすることといたしたものでございます。 

なお、損害賠償の額につきましては、全額、新居浜市農業協同組合から、

一般自動車共済及び自動車損害賠償責任保険により、支払われております。 

 日ごろから交通事故を起こさないよう、指導をしているところでございま

すが、今後とも安全な運転を心がけるよう指導を徹底してまいります。 

  

建設部からは、報告第３号、報告第４号、議案第１号、議案第９号、議案

第１０号及び議案第１５号について一括してご説明いたします。 

まず、報告第３号、「専決処分の報告」につきましては、「和解について」

でございます。 

議案書の６ページから８ページまでをお目通しください。 

本件は、平成２４年１１月１３日午前１１時３０分頃、相手方が自己敷地

内において生活ごみを焼却していたところ、隣接する黒島工業団地緑地の樹

木に飛び火し、カイズカイブキ４本等を焼失した事件につきまして、相手方

と和解をするため、平成２５年１月２１日、専決処分をいたしましたので、

報告するものでございます。 

和解の内容につきましては、相手方は、新居浜市に対し謝罪し、再発防止
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を徹底すること、相手方は、新居浜市に対し焼失したカイズカイブキ４本の

撤去及び処分並びに植え替え並びに一部を焼失したカイズカイブキ２本の

剪定に要する費用１８万３,７５０円を支払うこと、以上の事項以外には、

新居浜市と相手方との間に一切の債権債務のないことを確認し、和解といた

したものでございます。 

なお、カイズカイブキの植え替え及び剪定並びに相手方からの支払いは全

て完了しております。 

次に、報告第４号、「専決処分の報告」につきましては、「和解について」

でございます。 

議案書の９ページから１１ページまでをお目通しください。 

本件は、平成２４年１２月２日深夜、国領川緑地左岸の敷島橋南側に設置

している多目的トイレにおいて、相手方の不注意により便座の蓋の一部が焼

失した事件につきまして、相手方及び相手方の連帯保証人と和解をするた

め、平成２５年１月２１日、専決処分をいたしましたので、報告するもので

ございます。 

和解の内容につきましては、相手方は、新居浜市に対し謝罪すること、 

相手方は、新居浜市に対し便座の蓋の修繕に要する費用９,４５０円を支払

うこと、以上の事項以外には、新居浜市と相手方との間に一切の債権債務の

ないことを確認し、和解といたしたものでございます。 

なお、便座の修繕及び相手方からの支払いは全て完了しております。 

次に、議案第１号、「市道路線の認定」についてでございますが、議案書

の１２ページから２０ページまでをお目通しください。 

今回認定しようとする路線は、路線番号１０５９号から１０６６号までの

８路線は開発道路で寄附を受けたもの、１０６７号は経済部農林水産課にお

いて管理していた道路を新たに市道として認定しようとするもので、合計９

路線でございます。今回の市道路線の認定により、市道の認定路線数は１０

６７路線、総延長は約５２１Ｋｍとなります。 

次に、議案第９号、「新居浜市手数料条例の一部を改正する条例」の制定

についてでございますが、議案書の３９ページ、４０ページをお開きくださ

い。 

本議案は、地籍調査の進捗に伴い、当該地籍調査の成果の閲覧及び交付に

係る手数料を徴収するため、条例の一部を改正しようとするものでございま

す。 

本市の地籍調査事業につきましては、別子山地区を除く旧新居浜地区で

は、平成１８年度から事業に着手し、これまで道路建設に伴う区域を中心に

調査を行っておりますが、その成果の閲覧は、平成２０年度から可能となっ

ております。 
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一方、国土調査法に基づく地籍調査の成果につきましては、同法の規定に

基づき、一般の閲覧に供しなければならないとされています。 

今回の改正は、今後の地籍調査の進捗に伴い、地籍調査の成果の閲覧等に

係る業務が増加することが予想されますことから、特定の者に提供する役務

に対する費用として、手数料を徴収しようとするものでございます。 

改正の内容といたしましては、別表第１において、「地籍調査の成果の閲

覧」及び「地籍調査の成果の閲覧を含む写しの公布」に係る手数料として、

それぞれ「１件につき３００円」を追加いたしております。手数料の金額に

つきましては、別表第１の類似事項及び他市の状況を勘案して設定いたしま

した。 

この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 

次に、議案第１０号、「新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条

例」の制定についてでございますが、議案書の４１ページから４８ページま

でをお目通しください。 

今回の改正は、社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が

都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進を図り、もって

都市の健全な発展に寄与することを目的とした「都市の低炭素化の促進に関

する法律」が昨年９月に公布され、この法律に基づき低炭素建築物新築等計

画の認定事務を新居浜市が行うことから、審査に必要な費用を徴収するため

に「新居浜市建築関係手数料条例」別表第２ 第４５、第４６に低炭素化建

築物の認定に関する手数料の項を加えるものでございます。 

なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 

次に、議案第１５号、「新居浜市道路占用料条例の一部を改正する条例」

の制定についてでございますが、議案書の５５ページ、５６ページをお開き

ください。 

平成２４年１２月１２日に公布されました「道路法施行令及び道路整備特

別措置法施行令の一部を改正する政令」により、道路法施行令の一部が改正

されました。これにより、道路の占用許可に係る工作物等として「太陽光発

電設備等」及び「津波避難施設」が加えられたことから、当該工作物等に関

する占用料を徴収するため、「太陽光発電設備等」及び「津波避難施設」を

追加するものでございます。また、従来から政令で規定されていた「応急仮

設建築物」及び「自転車等駐車器具」に関する規定を追加するとともに、「ト

ンネルの上等に設ける事務所、店舗その他これらに類する施設」並びに「高

度地区及び高度利用地区内の道路の上空に設ける事務所、店舗その他これら

に類する施設及び自動車駐車場」についての徴収方法を、国に準じて改正し

ようとするものでございます。 

また、併せて引用法令条項のずれが生じたこと等による所要の条文整備を
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行っております。 

 なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 

 

企画部からは議案第２号と予算議案についてご説明いたします。 

議案書の２１ページから２４ページをご覧ください。 

まず、議案第２号、「新居浜市議会政務調査費の交付に関する条例の一部

を改正する条例」の制定につきましては、「地方自治法」の一部改正に伴い、

名称を政務活動費に、交付目的を議員の調査研究その他の活動に資するため

に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲等を条例で定めるもの

でございます。 

主な改正点を御説明いたします。 

まず、題名を新居浜市議会政務活動費の交付に関する条例に改め、条文中

の「政務調査費」を「政務活動費」に改めるものでございます。 

次に、第１条では、交付の目的を、新居浜市議会議員の調査研究その他の

活動に資するために改め、第３条では、交付の方法を半期ごとの交付から、

年度一括の交付に改め、第５条は、政務活動費を充てることができる経費の

範囲を別表のとおり、条例で規定するものでございます。 

次に、第７条では、収支報告書に領収書又はこれに準ずる書類の添付を義

務づけ、第９条では、収支報告書の保存期間について「１０年を経過する日

まで」を「５年を経過する日まで」に改め、第１０条では、議長は、提出さ

れた収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、使途の透明性の確保

に努めるものと規定するものでございます。 

なお、この条例は、地方自治法の一部を改正する法律附則第１条ただし書

に規定する施行の日から施行したいと考えております。 

次に、議案第１６号から議案第２５号までの、平成２５年度当初予算議案

につきまして、別途配布しております、平成２５年度当初予算案の概要に沿

って、一括して御説明いたします。 

１ページを御覧ください。まず、予算規模でございますが、一般会計につ

きましては、４７５億５，０４０万４千円、対前年度比で、５億４，２９５

万２千円、１．２％の増となっております。 

特別会計につきましては、３５０億７９７万９千円で、対前年度比７億５，

５２０万７千円、２．２％の増となっております。 

特別会計、企業会計を合わせました、全会計では８６９億７，０７４万６

千円、対前年度比２０億９，３６０万４千円、２．５％の増となっておりま

す。 

２ページをお開きください。歳入の主な項目についてでございます。 

まず、市税につきましては、市民税のうち、個人市民税につきましては、
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退職所得にかかる税額控除の廃止等により、増加の見込みとなっておりま

す。法人市民税につきましても、輸出環境の改善や経済対策等により増加の

見込みとなっており、全体では、前年度当初予算との対比で、１億１，２０

０万９千円、１．６％の増額を見込んでおり、７０億３，０７４万４千円と

しております。 

固定資産税につきましては、地価の下落傾向は続いていますが、家屋・償

却を合わせて、全体では、４，８０７万７千円、０．６％の増額を見込み、

８７億１，１５５万９千円といたしております。 

その他、都市計画税の課税区域の見直し、市町村たばこ税の税率改正など

による増収分も見込まれるため、市税全体では、前年度比２．７％増の、１

８０億８，１５７万５千円といたしております。 

３ページを御覧ください。地方交付税につきましては、基準財政収入額の

減額による増加要素があり、対前年度比で１億３，３００万円、２．４％増

の５７億８，０００万円を見込んでおります。 

４ページをお開きください。 

市債につきましては、総合文化施設建設事業等の旧合併特例債事業や、消

防救急無線デジタル化整備事業等の防災対策事業債及び、臨時財政対策債の

増加などによりまして、市債全体では、１１億７，０４０万円、２３．９％

の増となる６０億６，６００万円を計上しております。 

平成２５年度末の市債残高見込みにつきましては、５０２億４，４６７万

６千円で、平成２４年度当初予算時の残高見込み（４９４億８，６０８万６

千円）よりも７億５，８５９万円、１．５％増加するものと見込んでおりま

す。また、「地方債依存度」につきましては、１２．８％と、前年度の１０．

４％から２．４ポイント増加しております。 

５ページを御覧ください。 

歳出につきましては、まず、人件費は、対前年度比６，７７６万６千円、

０．９％増の７９億３，７３１万３千円となっております。 

次に、扶助費につきましては、自立支援給付費などの増により、対前年度

比３億５，３４１万円、３．５％増の１０３億２，７８９万１千円になって

おります。 

次に、公債費につきましては、対前年度比１億７１４万１千円、１．９％

増の５８億５，２３３万２千円でございます。 

次に、普通建設事業につきましては、駅周辺整備事業等の減額により、対

前年度比１億２，９４５万７千円、１．６％減の８０億４，６６１万６千円

となっております。 

次に、繰出金につきましては、公共下水道事業繰出金の増加などで、対前

年度比６．２％増の５３億２２６万５千円となっております。 
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６ページから６２ページまでは主な事業について記載しておりますが、時

間の都合で省略させていただきますので、後ほどお目とおし願います。 

６４ページを御覧ください。経費別予算について簡単にご説明いたしま

す。 

まず、経常経費につきましては、対前年度比６億４，８０６万６千円、２．

３％増の２８８億５，６９１万１千円、構成比は６０．７％となっておりま

す。 

次に、施策費につきましては、対前年度比３，５０２万３千円、０．３％

増の１０６億４５７万７千円、構成比は２２．３％となっております。 

主な事業といたしましては、ふるさと応援寄付金推進費、家具転倒防止等

推進費、定住人口拡大促進費、合併１０周年記念市民交流事業費、子ども医

療助成費、小・中学校特別支援教育充実費、学校スポーツ活性化事業費、標

準学力検査実施費、地域コミュニティ再生支援事業費などがあります。 

次に、公共事業につきましては、対前年度比１億５，４９１万１千円、 

２．９％増の５５億１，４６５万４千円、構成比は１１．６％となっており

ます。主な事業といたしましては、総合文化施設建設事業、駅周辺整備事業、

都市公園整備事業、庁舎耐震補強対策事業、小学校大規模改造事業、大島交

流センター整備事業などでございます。 

次に、単独事業費につきましては、対前年度比２億８，４３６万８千円、

１０．１％減の２５億３，１９６万２千円、構成比は５．３％となっており

ます。主な事業といたしましては、庁舎等整備事業、くすのき園整備事業、

別子山地区飲料水供給施設整備事業、新田松神子線改良事業、消防救急無線

デジタル化整備事業、国体施設整備事業、市民文化センター耐震補強対策事

業、塩の学習館建設事業などでございます。 

次に、災害復旧費につきましては、対前年度比１，０６８万円、２０．２％

減の４，２３０万円、構成比は０．１％となっております。主な事業といた

しましては、耕地災害復旧費、過年道路橋りょう災害復旧費などでございま

す。 

特別会計につきましては、６５ページに記載のとおりですので、後ほどお

目通しください。 

次に、議案第２８号から議案第３２号までの平成２４年度３月補正予算議

案についてご説明いたします。３月補正予算（案）の概要をご覧ください。 

今回の補正予算は、一般会計では１億４，９４３万５千円を追加し、補正

後の予算総額を４８５億６，９１８万５千円とするものです。 

特別会計につきましては、公共下水道事業特別会計など４会計の補正とな

っております。 

２ページをお開きください。 
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一般会計の主な事業についてでございますが、 

まず、施策事業の「定期巡回・随時対応型訪問介護事業費」は、国の交付

内示を受け、定期巡回・訪問介護看護事業所、２か所に対しての補助金を追

加するものです。 

次の「障害者自立支援給付費」につきましては、給付費における加算の創

設などによる扶助費の追加となっております。 

３ページの「生活路線維持運行対策費」につきましては、路線バスの運行

実績がまとまり、補助金額が確定したことによる、補助金の追加です。 

これらにより、施策事業費は、２億７,１３３万６千円の追加となってお

ります。 

次に、経常経費ですが、「公共施設整備基金積立金」につきましては、市

税収入の見込み増による増収分を積立するものです。 

このほか、事業費の過不足清算などにより、経常経費は、２億２，２７０

万６千円の追加となっております。 

公共事業費および単独事業費については、入札減少金による事業費の減額

などの過不足清算によりまして、公共事業費が２億９，３４３万６千円の減

額、単独事業費が５，１１７万１千円の減額となっております。 

４ページをお開きください。 

これらの事業を賄います財源は一覧表のとおりでございます。 

次に、債務負担行為補正の「慈光園管理委託料」につきましては、指定管

理者に管理委託するため、期間を平成２５年度から平成２７年度まで、限度

額を６億５７９万３千円とする債務負担行為を設定するものです。 

５ページをご覧ください。 

特別会計の補正内容につきましては、それぞれ記載のとおりでございまし

て、事業費の確定等による予算措置をするものです。 

 

総務部からは、議案第３号及び議案第５号から議案第８号の５件について

一括してご説明いたします。 

まず、議案第３号、「新居浜市情報公開条例及び新居浜市個人情報保護条

例の一部を改正する条例」の制定についてです。 

議案書の２５ページ、２６ページをお開きください。 

平成２４年６月２７日、国有林と民有林の一体的な整備 及び 保全を推進

する制度の創設等を目的とした「国有林野の有する公益的機能の維持増進を

図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律」

が公布され、一部を除き、平成２５年４月１日から施行される予定です。 

本議案は、同法により「特別会計に関する法律」の一部が改正され、国有林

野事業特別会計が廃止されたことから、当該国有林野事業が国営企業でなく
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なることによる所要の条文整備を行うものです。 

改正の内容は、新居浜市情報公開条例第７条第６号オ 及び 新居浜市個

人情報保護条例第１５条第７号オ 中の「国が経営する企業」の字句を削ろ

うとするものです。 

なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 
次に、議案第５号、「新居浜市職員定数条例の一部を改正する条例」の制

定についてです。 

議案書の３０ページをお開きください。 

本市の職員定数は、平成１５年４月に別子山村との合併に伴い、職員定数

全般を改正して以降、平成１９年４月には派遣職員定数を、平成２１年４月

及び平成２３年４月には教育委員会関係の職員定数を改正してまいりまし

た。 

今回の改正は、平成１８年度から平成２２年度までの集中改革プランにお

ける定員削減並びに東日本大震災に伴う被災地支援及び第五次長期総合計

画の着実な実施に向けた体制整備等をするために、職員定数全般の見直しを

行い、執務状況に適合した職員定数に改めようとするものです。 

改正の内容は、第２条において規定している市長の事務部局の職員定数を

６６７人から６３８人に、市長の事務部局のうち、福祉事務所の職員定数を

４０人から４５人に、水道局の職員定数を５０人から４５人に、教育委員会

の事務部局の職員定数を４１人から４５人に、教育委員会の所管に属する学

校その他の教育機関の職員定数を７２人から６４人に、職員定数の合計を９

８８人から９５０人にそれぞれ改め、第３条に規定しております派遣職員の

職員定数を３人から６人に改めようとするものです。 

なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 

次に、議案第６号、「新居浜市特別職の職員の給与に関する条例及び新居

浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す

る条例」の制定についてです。 

議案書の３１ページ、３２ページをお開きください。 

改正の内容は、特別職の職員のうち市長及び副市長の給料月額を、新居浜

市特別職報酬等審議会の答申に基づき、また、監査委員及び教育長の給料月

額についても、これらの改定に準じて、それぞれ平成２５年４月１日から１．

５％引き下げようとするものです。 

なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 

次に、議案第７号、「新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例」の制定についてです。 

議案書の３３ページ、３４ページをお目通しください。 

まず、改正条例第１条、「新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正」



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会

についてです。 

別表第２、特殊勤務手当の改正は、渡海船の機関長の職である者を技能労

務職から行政職給料表の適用を受ける職員へと変更することに伴い、当該機

関長に係る乗船手当の支給額を、１勤務につき２２０円とすることを規定す

るものです。 

次に、改正条例第２条、「新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の一部改正」についてです。 

平成１８年条例第５号「新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例」附則第７項の規定により、同年４月から実施している給与構造改革

による給料水準引下げに伴う経過措置額の支給、いわゆる現給保障の支給

を、平成２５年３月３１日限りで廃止しようとするものです。 

なお、この条例中第２条の規定は平成２５年３月２７日から、第１条の規

定は平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 

次に、議案第８号、「新居浜市職員の退職手当に関する条例等の一部を改

正する条例」の制定についてです。 

議案書の３５ページから３８ページまでをお目通しください。 

まず、改正条例第１条、「新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部改

正」のうち、第１０条の改正につきましては、雇用保険法等の一部が改正さ

れ、１年未満の短期雇用の者が特例一時金の支給対象から除外されたことに

伴い、所要の条文整備を行おうとするものです。 

次に、改正条例第１条のうち、附則第７項及び第８項の改正並びに改正条

例第２条から第４条まで、「新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例の一部改正」については、「国家公務員退職手当法」等の一部

が改正され、国家公務員の退職手当が段階的に引き下げられることに伴い、

本市の一般職につきましても国の退職手当制度に準じて退職手当を引き下

げるため、条例の一部を改正しようとするものです。 

改正の内容については、「新居浜市職員の退職手当に関する条例」本則の

規定により計算した退職手当の額に乗じる調整率を１００分の１０４から

１００分の８７に引き下げるとともに、調整率の適用対象に自己の都合によ

る退職者又は勤続２０年未満の退職者を含めることとしております。 

改正条例附則第２項から第４項までの規定については、退職手当の支給水

準の引下げによる激変緩和を図るため、平成２５年３月２７日から平成２６

年６月３０日までの間、調整率の経過措置を設けることとしております。 

なお、この条例は、平成２５年３月２７日から施行したいと考えておりま

す。 

 

教育委員会からは、議案第１１号、新居浜市立小学校及び中学校設置条例
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の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

議案書の４９ページをお目通しください。 

今回の改正は、大島小学校を廃校することに伴い、本条例のうち、第２条

第１号の小学校の名称及び位置を規定した表について「新居浜市立大島小学

校」の項を削るものでございます。これによりまして、新居浜市立の小学校

は１７校となります。大島小学校につきましては、明治７年に設立され、昭

和２８年に新居浜市立大島小学校となり、これまでの児童数は、昭和２１年

の３４９名をピークに年々減少し、平成１９年度には２名、平成２０年度に

はその２名が多喜浜小学校へ通学することとなったことから、これ以降休校

措置をとってまいりました。休校後におきましては、小学校の存続や廃校後

の施設の有効活用について、大島連合自治会における検討や、まちづくり校

区集会をはじめ、行政と大島地区住民の方々との意見交換におきまして、小

学校の廃校についての了解が得られましたことにより、教育委員会として廃

校との決定をいたしたいところでございます。 

なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 

 

福祉部から議案第４号及び議案第１２号から議案第１４号について、一括 

してご説明いたします。 

まず、議案第４号、「障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整理

に関する条例」の制定につきまして、御説明いたします。 

庁議資料の２７ページから２９ページをお開きください。 

本議案は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の制定による障害者自立支

援法の一部改正に伴い、「障害者自立支援法」の題名が「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められたことなどに対応

し、関係条文を整備するため、「新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例」など関係する４つの条例の一部改正をしよう

とするものでございます。 

改正の内容といたしましては、法律名が改められたことに対応して、「新

居浜市障害者自立支援法施行条例」の題名を「新居浜市障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例」に改めるほか、条例中

の「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」に改め、また、引用法

令の用語の改正に係る修正として、「障害程度区分認定審査会」を「障害支

援区分認定審査会」に、また、引用法令の項ずれに伴う修正として「第５条

第１２項」を「第５条第１１項」に改めようとするものでございます。 

なお、法律名に係る改正は、平成２５年４月１日から、用語の修正及び項

ずれに係る改正は平成２６年４月１日から施行したいと考えております。    
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次に、議案第１２号、「新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正

する条例」の制定についてでございます。 

議案書の５０ページをお開きください。 

新居浜市立若水乳児園及び若宮保育園につきましては、昭和３５年に建設

され、築５０年以上が経過する木造建築であり、施設の老朽化が著しいこと

から、両園を統合し、新居浜市立若宮小学校用地の一部に改築いたしました。  

今回の改正は、改築後の若宮保育園を平成２５年４月１日付けで開園する

ことから、本条例のうち、保育園の名称及び位置を示す別表中、「新居浜市

立若宮保育園」の位置を変更するとともに、「新居浜市立若水乳児園」の項

を削るものでございます。 

なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行したいと考えておりま 

次に、議案第１３号、「新居浜市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する

条例」の制定についてでございます。 

議案書の５１ページ、５２ページをお目通しください。 

本議案は、子どもの入院に係る医療費の助成対象を中学校修了前までに拡

大することにより、保健福祉の増進と医療費負担の軽減による子育て支援の

拡充を図るため、条例の一部を改正するものでございます。 

改正の内容についてでございますが、制度を拡充することに伴い、題名を

新居浜市子ども医療費助成条例に改めますとともに、本則中の乳幼児という

用語を子どもに改めます。 

次に、第２条第１項につきましては、年齢要件を拡大するため、対象とな

る子どもの年齢を改めるものでございます。 

また、第２条第４項につきましては、より利便性の高い制度となるよう、

保険給付の対象について、規定の整備を行うものでございます。 

また、第２項と第３項を加え、新たに乳幼児と児童という用語について定

義いたします。これは、第４条、第５条、及び第６条において、助成に係る

規定の整備をするうえで必要となることから定義を行うものでございます。 

次に、第４条につきましては、児童が助成を受けることができる医療費を

入院に係るものに限ることについて規定するものでございます。 

次に、第５条第２項につきましては、児童が新居浜市母子家庭医療費助成

条例、または新居浜市重度心身障害者医療費助成条例における助成対象者で

ある場合には、子ども医療費の助成を行わないとするものでございます。 

次に、第６条第１項及び第２項につきましては、乳幼児に係る医療費の助

成方法について整備を行うものでございます。 

また、第６条第３項につきましては、児童に係る医療費の助成方法につい

て、助成対象者の申請に基づき行うとするものでございます。 

なお、この条例は平成２５年４月１日から施行したいと考えております。 
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次に、議案第１４号、「新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例

の一部を改正する条例」の制定につきましては、議案書の５３ページ、５４

ページをお開きください。 

本議案は、新居浜市障がい者福祉センターで行う事業として、障害者自立

支援法の改正によりまして個別給付化されることとなった、一般相談支援事

業など３事業を新たに規定するとともに、同法の題名が改められること等に

よる所要の条文整備を行おうとするものでございます。 

改正の内容といたしましては、第１条といたしまして、新居浜市障がい者

福祉センター設置及び管理条例中、第１条の障害者の定義及び法律の題名を

改め、第３条に相談支援に関する３事業を追加し、第４条に障がい者福祉セ

ンターを使用する障害者団体の登録に係る事項を加え、第１０条に指定管理

者が行う業務に障害者団体の登録に係る業務を加える等でございます。 

また、第２条では、新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例中、

第３条において、引用法令の項ずれに伴う修正として「第５条第１３項」を

「第５条第１２項」に、「第５条第１７項」を「第５条第１６項」に改めよ

うとするものでございます。 

なお、第１条は平成２５年４月１日から、第２条は平成２６年４月１から

施行したいと考えております。 

 

水道局から議案第２６号、議案第２７号についてご説明いたします。 

まず、議案第２６号、平成２５年度新居浜市水道事業会計予算についてご

ざいますが、画面の「平成２５年度 企業会計予算概要」をご覧ください。 

「業務の予定量」は、給水戸数が、平成２４年度末推計値から２００戸増

の ５３，７８４戸、年間給水量は、前年度比 △２．７％減となる年間 約

１，３８１万５千㎥、年間水道料金収入も、△２．７％減の１６億１，６９

２万６千円、建設改良事業費は、前年度比５９％増の１９億６，１５７万２

千円を予定しています。 

重点項目としましては、１ 配水池等整備事業として新山根配水池・送水

場及び、船木配水池整備に総額１１億８，６５０万円のうち、平成２５年度

分の５億２，７００万円、また、金子山配水池、滝の宮送水場整備に１，１

００万円。 

２ 配水管等整備事業として、配水管更新・耐震化工事、及び管路更新計

画策定事業に４億８，４００万円。 

３ 水道施設監視システム更新工事として、総額９億８，０００万円のう

ち平成２５年度分の7億９，７００万円を予定しています。 

次に、「２４・２５年度 企業会計予算対比表」をご覧ください。 

「収益的収入及び支出」につきましては、事業収益が １７億７，３４５
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万３千円に対して、経営に要する事業費用は １７億３，０４２万２千円で、

差引４，３０３万１千円（税込）の純利益を見込んだ予算となっています。

「資本的収入及び支出」につきましては、企業債、分担金など ３億１，８

６１万円の収入に対し、支出は、建設改良費、企業債償還金の ２２億７，

１０１万２千円で、差引 １９億５，２４０万２千円の不足を損益勘定留保

資金等で補てんすることとしています。 

水道事業会計全体といたしましては、支出ベースで、４０億１４３万４千

円となっています。 

続いて、議案第２７号、平成２５年度新居浜市工業用水道事業会計予算で

ございます。 

「平成２５年度 企業会計予算概要」をご覧ください。 

「業務の予定量」は、前年度と同様に、住友企業３事業所への、年間１，

５８４万４，０００㎥（日量４万６，６００㎥）としており、建設改良事業

（施設整備計画）は１億８，１５３万１千円を予定しています。 

重点項目としましては、新田橋架け替えに伴う関連工事に８，２７０万円、

工業用水道更新のための基本計画策定委託に３６０万円を予定しています。 

次に、「２４・２５年度 企業会計予算対比表」をご覧ください。 

「収益的収入及び支出」につきましては、事業収益２億３，８６２万８千円、

事業費用 ２億１，６９７万円で、差引 ２，１６５万８千円（税込み）の純

利益を見込んだ予算となっています。 

「資本的収支」につきましては、収入の予定はないため、建設改良費等の支

出1億９，３９５万９千円の全額を、損益勘定留保資金等で補てんすること

としています。 

工業用水事業会計全体といたしましては、支出ベースで、４億１，０９２

万９千円となり、企業会計全体では、同じく支出ベースで４４億１，２３６

万３千円となっています。 

以上でご説明を終わります。 

 

 ご質問等ありますか。 

なければ、次の議題に移ります。 

「議会答弁課題進捗状況の報告について」ですが、項目を絞って簡潔に説明

をお願いします。 

総務部から順番に説明をお願いします。 

 

総務部から４件報告いたします。 

まず、３１番の滞納整理業務マニュアルの作成でございますが、既に強制

徴収債権については作成しておりますが、今年度、保証人対応マニュアルに
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つきまして、債権管理委員会で内容を審議し、１２月２８日に作成を終え、

今年度１月２８日、２９日に説明会を実施しております。非強制徴収債権編

については、この２月から検討を開始し、平成２５年度末に完成の予定して

おります。 

次に、３３番の債権管理条例の制定については、２７年度に制定するスケ

ジュールを平成２４年１１月２７日開催の債権管理委員会で提示し、平成２

５年度に開催する債権管理委員会で、そのスケジュールを決定することとな

っております。 

次に、３５番のキッズコーナー及び授乳室の設置については、現時点での

対応はありませんが、平成２５年度に市庁舎耐震補強対策工事を実施予定で

あり、その際にロビーの再配置を計画する中で設置を検討したいと考えてお

ります。 

次に、３６番の財産表の議員への閲覧については、今年の対応については、

財産表の内容をより正確にするために、平成２４年度上半期までの全データ

を公有財産所管各課所へ配布し、登録漏れ、報告漏れ、錯誤、削除漏れなど

の全件を確認し、訂正することを依頼しているところでございます。 

平成２４年度の新居浜市名義の固定資産税データの提供を依頼し、それを取

得して、照合をするものです。 

今後の対応ですが、新居浜市名義の固定資産税の名寄帳、各課へ依頼した財

産表の確認結果表、平成１２年３月３１日現在の財産表、平成１２年３月３

１日以降の各年度の財産異動報告書、決算財産公表、それぞれを突合等行い

まして、それぞれの差異を分析し、正しいデータを決定することを、来年の

３月末を目指して照合したいと考えております。 

 

福祉部から２件報告いたします。 

 まず、４５番の子どもの医療費無料化の拡大につきましては、平成２５年

診療分から、入院分について中学校卒業までに拡大するものでございます。 

次に、４７番の介護保険制度の改善につきましては、福祉用具購入費及び

住宅改修費の受領委任払い制度で、県内各市の状況を注視ししながら、導入

の必要性について検討をいたします。 

 

市民部からは、２件報告いたします。 

まず、９番の住基カードの利活用についてでございます。現在国において

は、詳細や実施時期については不確定でございますが、マイナンバー制度が

平成２７年の実施に向け、準備されております。それと同時、現行の住基カ

ードは廃止されますことから、現行カードに新たな付加価値をつけるための

経費を投入することは得策ではないことから、利活用のための検討は中止
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し、この項目は完了と致したいと考えております。 

次に、３２番の市民サービスについては、住民票等のコンビニ交付につい

ては、９番と同じ理由で、また、窓口の時間延長や休日の臨時開庁について

は、今回で３回目となり必要に応じ開庁することが定着化してきたため完了

としたいと考えております。 

 

環境部からは、３件ご説明いたします。 

まず、２０番「落神川周辺の浸水対策について」は、昨年９月１９日と１

２月１０日、地元自治会に地方局河川港湾課、市下水道建設課合同で説明会

を実施し、遊水池堤防の嵩上げはしなくても越水はしないこと、落神川護岸

の嵩上げより護岸開口部からの逆流対策、河川浚渫、底張りを優先実施する

ことで地元の了承を得ました。県は、平成２４年度、２５年度で遊水池浚渫、

落神川浚渫および底張り、護岸漏水対策を実施する予定です。 

次に、２２番「公共下水道早期利用金について」は、都市計画税の課税範

囲の見直しに伴い、公共下水道の受益を受ける方の負担の公平化を図るた

め、昨年１２月議会において、受益者負担に関する条例を全部改正し、下水

道事業区域外から汚水管に接続される場合には、都市計画税年税相当額の５

年分とする分担金を徴収することといたしました。このことから本件は完了

といたしたい。 

次に、２６番「市営墓地の適正管理について」は、管理料の徴収と再使用

について検討するため、平尾墓園平面墓地３，７７６区画の使用者調査を実

施しておりますが、①住民基本台帳と合致したのが１，８４１件、②除の住

民票データ等と合致したのが９４８件、③データ不一致が９５８件、④空き

区画が２９件となっておりまして、②番、③番について調査中でございます。

真光寺、土ヶ谷、黒岩の市営墓地につきましては、無縁化が著しい墓地の整

備を行った先進地の事例を調査し、事務処理の流れを把握したいと考えてお

ります。 

 

 経済部からは、２件報告いたします。 

まず、２２番、有害鳥獣対策については、今年度、県の事業ではあります 

が、光明寺をモデル地区とし「鳥獣害を受けにくい集落づくり支援事業」を

実施した。その中の集落座談会の意見や集落環境点検の成果を生かした集落

ぐるみでの対策を推進する。なお、平成２５年度以降は、大生院、大島地区

において防護柵の設置事業を国、県に要望いたしておりますので採択されれ

ば補正で対応したい。要望の総延長は１４ｋｍの予定である。 

次に、２３番、農業担い手対策については、現在国の事業で「人・農地プ 

ラン」を作成中である。アンケート結果を参照にして各地区で座談会を開催
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し、意見を聴収したものをプランに反映させ、担い手に対する支援体制を整

えるものです。 

 

建設部からは、２件報告いたします。 

まず、９番「市営住宅の修理・改善・建て替え計画」につきましては、「長

寿命化計画」を昨年度策定し、この計画に沿って建て替えなどを行っていく

こととし、２５年度より具体的に事業を進めることとなりましたことから、

この項目については、完了といたします。 

次に、６番「貨物ヤード」、３７番「鉄道高架」、４３番「新居浜駅菊本線

の駅南への延伸」の３項目と、それぞれ関連しておりますので、３０番「駅

裏南地区のまちづくり」についてで、まとめて報告いたします。 

駅南地区の整備につきましては、鉄道高架、ＪＲ貨物ヤードの取り扱い、

また、新居浜駅菊本線の延伸と言ったことを、一体的に考える必要がありま

す。鉄道高架については、事業化は、現時点では非常に難しいことから、庁

内的には、断念する方向で考えておりますが、今後、駅南地区の整備につい

ては、幅広く市民の意見を聞きながら、ＪＲ貨物ヤードの取り扱い、菊本線

線の延伸も含め整備の方向性を決定して参りたいと考えております。 

 

他部局はないようですが、ご質問等ありますか。 

なければ、次の議題に移ります。 

「市税の歳入見込みについて」総務部から説明をお願いします。 

 

総務部から、市税の歳入見通しについて、説明をいたします。 

市税につきましては、平成２３年度は、景気の後退を受け、調定額が約２

００億２，３００万円、収入額が約１８９億５，２００万円と、前年に対し

て約１千９００万円のマイナスでありました。 

平成２４年度においては、アメリカに端を発した世界的な金融危機と景気

の急激な後退による、円高、デフレに加え、東日本大震災の影響等を受け、

法人市民税の税収が落ち込んでおります。また、宅地の評価額の下落及び家

屋の評価替による減額等により、固定資産税と都市計画税の税収も落ち込ん

でおります。 

このため、調定額ベースで約１９４億６，５００万円、収入額ベースでは

約１８４億３，８００万円を見込んでおり、平成２３年度決算額と比較して、

調定額で約５億５，８００万円、収入額で約５億１，４００万円の減収とな

る見込みとなっております。 
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 次に、平成２５年度の税収見込みでございますが、景気の下振れ懸念、株

式・為替市場の変動など、景気の先行きが不透明なことから、法人市民税が

落ち込むものと懸念しております。 

このようなことから、調定額で約１９２億７，１００万円、収入額で約１

８２億８，１００万円を見込んでおり、今年度決算見込額と比較しても、調

定額で約１億９，４００万円、収入額で約１億５，６００万円の減収となる

見込みでございます。 

それでは、税目毎に現年度課税分について、平成２４年度、２５年度の調

定額ベースでの見込みの概要を説明いたします。 

なお、見込額算定における前提条件として、このほど発表されました平成

２５年度税制改正大綱に基づく税制改正を織り込んで、見込額を算定してお

ります。 

まず、個人市民税でございます。 

平成２４年度は、税制面では、子ども手当実施に伴う１６歳未満の年少扶

養控除の廃止と１６歳以上１９歳未満の特定扶養控除の一部廃止が行われ

たことから、調定見込額は平成２３年度決算額に対し、約５．３％増の約５

５億７千，９００万円になると見込んでおります。 

 平成２５年度は、税制改正により、退職所得等に係る個人住民税の税額１

０％を減額する特別控除が廃止されます。 

一方所得については、ギリシャ危機等による世界的な景気の不透明感が強

まったことから、引き続き給与所得や営業所得の足踏み状態が見込まれ、所

得推計にあたり、平成２４年の春闘・人事院勧告・各経済研究所の賞与等の

統計資料・各種経済指標を加味した結果、個人市民税は２４年度決算調定見

込額の約０．４％減の約５５億５，８００万円を見込んでおります。 

次に、法人市民税でございます。 

法人市民税の税制面での大きな改正として、法人実効税率を５％引き下げ

るため、法人税率が、現行３０％から２５．５％に引き下げられ、平成２４

年４月１日以降に開始する事業年度から適用されることがあげられ、平成２

５年度以降の法人市民税に与える影響は大きいものと考えております。 

平成２５年度の法人市民税における影響といたしまして、法人実効税率の

引き下げと課税ベースの拡大に伴う県と市の増減収を調整するため、平成２

５年度より県たばこ税の一部が市たばこ税に税源移譲されることになって

おりますが、その税源移譲分の見込相当額、約1億円の減収を見込んでおり

ます。 

平成２４年度につきましては、欧州の政府債務危機などを背景に世界経済

の減速が懸念されるなかで、為替レート・株価の変動、デフレの影響等によ

り、下半期に企業業績が鈍化したため、法人市民税の税収は減少しており、
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平成２３年度決算調定額の約９．８％減の約２０億３，６００万円を見込ん

でおります。 

平成２５年度の見通しといたしましては、世界経済の減速等を背景とし

て、企業収益も、製造業を中心にこのところ弱い動きとなっており、依然デ

フレ等の影響が懸念されますことから、法人市民税額の調定見込額としまし

ては、平成２４年度決算調定見込額の約１７．４％減の約１６億８，１００

万円を見込んでおります。 

法人市民税につきましては、もう少し詳細にご説明申し上げます。 

法人市民税、特に法人税割額につきましては、景気動向、企業業績により

大きく変動し、税収を大きく左右するものとなっております。 

まず、住友３社の法人税割調定額につきましては、平成２４年度実績では

大幅に減少いたしましたが、平成２５年度の税収見込み調査の回答によりま

すと、税額が若干増加する見込となっております。 

しかしながら、住友関連各社への見込調査においては、減少見込の回答が

大半を占めております。 

さらに、その他の主要企業において同様の調査を行ったところ、業種等に

よるばらつきはあるものの、経済情勢に減速感がみられ、本年度より調定額

が減少する傾向でありますことから、見込数値として約９％減で算定いたし

ております。 

このようなことから、平成２５年度の法人市民税税割額の調定見込額は、

約１３億４，２００万円となり、厳しい見込みとなっております。 

次に、軽自動車税は、平成２４年度決算調定見込額の約０．０３％増の約

２億７，２００万円（２７１，７６５千円）を見込んでおります。 

次に、たばこ税は、健康志向の高まりを受け、公共施設や交通機関、飲食

店での一層の禁煙推進や喫煙者数の減少など、消費本数がさらに減少すると

予想されます。しかしながら法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大に

伴う県と市の増収益の調整のため、平成２５年４月１日から県のたばこ税の

一部が市たばこ税に移譲されることから増税が見込まれます。これにより調

定額は、平成２４年度決算見込額の約５．４％増の約８億８，６００万円を

見込んでおります。 

次に、入湯税は、平成２５年度見込みは、約４２万円といたしております。 

次に、固定資産税は、平成２５年度税制改正（案）において税額に影響す

る大幅な見直しはなく、平成２５年度調定見込額は、総額で約８７億９００

万円を、歳入見込額は約８５億７,９００万円を見込んでおります。 

まず、土地につきましては、地価が平成５年以降連続して下落しており、

平成２４年度地価公示の全用途評価変動率はマイナス２．９％(２３年度は

マイナス３．３％)と下落幅はやや縮小しているものの下落しておりますこ
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とから、平成２４年度決算調定見込額から０.９４％減の約３１億７,０００

万円と見込んでいます。 

次に、家屋につきましては、平成２４年中の新増築、滅失家屋の調査の結

果、平成２４年度決算調定見込額から３.５０％増の約３０億５,０００万円

と見込んでいます。 

償却資産につきましては、住友関連企業等への調査の結果、設備投資は回

復傾向にあるものの低調であり、減価償却による税額減少が見込まれるた

め、平成２４年度決算調定見込額から３.１９％減の約２４億８,９００万円

と見込んでいます。 

次に、都市計画税の平成２５年度調定見込額は、総額で約１１億８,３０

０万円を、歳入見込額は、約１１億６,５００万円を見込んでいます。固定

資産税と同様の増減が見込まれますが、都市計画税は課税区域の拡大による

増加分が見込まれ、平成２４年度決算調定見込額から、土地については、１

７.３６％増の約６億５,８００万円、家屋については、２３.０％増の約５

億２,５００万円と見込んでおります。 

最後に、徴収率設定について説明いたします。 

今まで調定額ベースで説明してまいりましたが、調定見込み額に徴収率見

込みを乗じた収入見込み額が実際の税収見込みとなります。現時点での徴収

率を基準に、税目ごとの徴収率を予測し、設定しております。 

平成２４年度につきましては、現年課税分の個人市民税が約０．１％の減、

また、昨年度、企業倒産の影響を受けた現年課税分の法人市民税の徴収率は

通年の９９％台に回復する見込みであります。 

また、滞納繰越分については、昨年の現年法人市民税の未収金が滞納繰越

分として調定に上がったことから徴収率が約１６．５％減少する見込みであ

りますが、財産等の差押や公売の実施による徴収強化の影響から市税全体の

徴収率としては、昨年度比で約０．１％増の９４．７２％に設定いたしてお

ります。 

 平成２５年度につきましては、平成２４年度決算見込みを基準に税目ごと

に予測した徴収率から算出いたしておりますが、現時点においては各税目に

おいて大きな変動も無く、引き続き徴収強化を進めて行くことから、９４．

８７％と見込んでおります。 

収入額ベースでは、平成２４年度収入額は、現年課税分の固定資産税（都

市計画税を含む。）が評価替えによる調定額の減額に伴い約６億１，８００

万円の減額となる見込みです。滞納繰越分を含めた市税全体では、昨年度比

約２．７％減の約１８４億３，８００万円を見込んでおります。 

平成２５年度収入額は、現年課税分の法人市民税の調定額の減額に伴い３

億７，１００万円の減額。また、現年課税分の都市計画税については、課税
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区域拡大により、１億９，３００万円の増額を見込んでおり、滞納繰越分を

含め、平成２４年度収入見込額に比べ約０．８％減の約１８２億８，２００

万円の見込みであります。 

 

ご質問等ありますか。 

なければ、次の議題に移ります。 

「平成２５年度施政方針（案）について」は、既に見ていただいていると

のことですが、何かご質問、ご意見はございませんか。 

本日の午前中までであれば、変更は可能ですので、再度確認ください。 

本日の議題は以上です。 

 

連絡事項に移ります。 

「平成２５年度定員管理計画について」総務部から説明をお願いします。 

 

平成２５年度定員管理計画についてご説明いたします。 

 平成２５年４月１日の職員数は８９３人を予定いたしております。この人

数は、平成２４年度当初の８９５人と比較して、２名の減員となっておりま

す。 

増減内訳としては、退職者が再任用の退職者を含めた２３人に対して、今年

４月１日の新規採用が再任用を含め２１人となっております。 

平成２５年度の定員管理については、第五次長期総合計画の３年目として

予定している事業の着実な達成、新規事業や法令事務に基づく増員など、各

部局における行政需要に適切に対応できるように、限られた人員の中で考慮

いたしております。 

 平成２５年度の定員管理では、各部局から３２人の増員要望がありました

が、一部の箇所での増員しかできていない状況になっております。 

これは、事業課における減員が延期されたことや、資格職の予定外退職、

新規採用職員の採用辞退などが要因としてありますが、その対応として、再

任用短時間職員や臨時職員を有効配置することにより、適切な業務遂行を図

ることといたしております。 

部局ごとに変更があった箇所について説明いたしますが、各部局長におか

れましては、限られた人材をより効果効率的に活用していただくようお願い

いたします。 

 企画部については、職員数の増減はありません。 

総務部については、総務課が増大かつ複雑化する法制執務に対応するため

１人の増員となります。 

福祉部については、生活福祉課はケースワーカー要因としての１名の増
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員、保育園については、若水乳児園と若宮保育園の統合に伴い保育士１人の

減員、国保課は１人の増員、保健センターは１人の増員、慈光園は指定管理

制度への移管に伴い５人の減員、東新学園は１人の増員とします。 

市民部については、市民課は１人の増員とします。 

環境部については、環境施設課は１人の減員とします。 

経済部については、農林水産課は１人の減員で、農地整備課は２人の増員

とします。 

建設部については、区画整理課が業務量の減により３人の減員、建築住宅

課は１人の増員とします。 

教育委員会については、スポーツ文化課が国体準備要因を配置するため１

人の増員、小学校の用務員が１人の減員とします。 

消防本部については、１人増員とします。 

水道局については、総務課が育休の加配引上げのため1人の減員とします。 

あと、出納室、議会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、

監査委員事務局、港務局事務局及び土地開発公社については、職員数の増減

はありません。 

 以上説明いたしましたが、予定外退職者等により正規職員の配置が変更さ

れる場合がありますので、ご了解をいただきたいと思います。 

 また、不明な点は、人事課へお問い合わせをお願いします。 

なお、部局内での課の人員の変更は、部局長の権限で変更してもかまいま

せんが、変更内容を人事課へ文書で２月２０日までに提出をお願いいたしま

す。 

 

ご質問等ありますか。 

あらかじめの連絡事項は以上ですが、何か連絡事項はありませんか。 

 私の方から１点、手元に名刺のカラー刷りのものがあると思いますが、 

これは、情報の広報の充実で、職員一人一人の方に新居浜市の営業マンとい

うような思いで、観光 PR も含め、このような名刺を職員に作ってほしいと

いうことで、参考として運輸観光課で作ってもらいました。 

今後、どういう対応をするかまだ、決まってはないのですが、個人の負担

のこともあるので、今後、経済部の方で考えいただきたいと思います。 

要は、このような観光 PR 用の名刺を使っていただいて、職員がいろんな

ところで広報してもらいたいということです。 

 

他何か連絡事項はありませんか。 

ないようでしたら、これで庁議を終了します。 

 


